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１－１ ＩＰ系サービス・ネットワークの普及状況

（１）ブロードバンドサービス（ＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ケーブルインターネット等）

○ 周知のとおり、我が国は他国と比較してもブロードバンドサービスが進展。
○ 平成１６年１２月末現在、高速インターネット（ＤＳＬ＋ＣＡＴＶ）は約１，６２０万加入、超高
速インターネットは約２４３万加入。

（２）ＩＰ電話サービス

○ 平成１６年１２月末現在、ＩＰ電話の契約数は約７８３万。
○ ０５０番号は、２８の電気通信事業者に対して合計１，７７６万の番号を指定済み。

（３）法人向けサービス

○ 法人向けのＩＰ－ＶＰＮサービスの契約数は、平成１６年９月末で約２３万。

（４）無線系ネットワーク

○ 第３世代携帯電話（３Ｇ）の加入者数は平成１７年３月末現在で約３,０５５万。
○ 他方、携帯電話事業者自らの基幹ネットワークはＩＰ化がまだ進んでいない状況。端末からバック
ボーンまでのエンド・トゥ・エンドでのオールＩＰ化は今後の課題。
○ 加入者系無線アクセス／無線ＬＡＮは、平成１５年１２月現在で約２７，０００契約と、まだ黎明
期にあるのが現状。
○ 今後、新しい電波利用システム（ワイヤレス・ブロードバンドシステム）についても、実用化が進
められていくものと考えられる。

○ 我が国においてブロードバンドサービスが進展。
○ 近年、ＩＰ電話サービスは急速に普及。法人向けＩＰ－ＶＰＮサービス、無線ブロード
バンドシステムも今後一定の拡大が期待される。

○ 我が国においてブロードバンドサービスが進展。
○ 近年、ＩＰ電話サービスは急速に普及。法人向けＩＰ－ＶＰＮサービス、無線ブロード
バンドシステムも今後一定の拡大が期待される。
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（参考） ブロードバンドサービスの進展状況

○ ブロードバンドの加入者については近年
急激に拡大。（2004年12月末でDSL加
入者数は1,300万超、FTTH加入者数は
240万超。）
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○ 通信速度当たりのブロードバンド料金
は主要国中、日本が最安。
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１－２ ブロードバンドネットワーク推進のための我が国の政策的対応

（１）e-Japan戦略

○ ＩＴの国家戦略として２００１年１月に策定された「e-Japan戦略」においては、「我が国が５
年以内に世界最先端のＩＴ国家となる」旨を大目標として設定。
○ 続いて２００３年７月に策定された「e-Japan戦略Ⅱ」においては、「２００５年に世界最先端
のＩＴ国家になるとともに、２００６年以降も最先端であることを目指す。」旨の大目標を設定。

（２）u-Japan政策

○ 総務省では、上記の「e-Japan戦略」を踏まえ、２００４年１２月に「u-Japan政策」を策定。
○ u-Japan政策では「２０１０年には世界最先端のＩＣＴ国家として先導する」旨の大目標を設定。
ユビキタスネットワーク整備については、「２０１０年までに国民の１００％が高速又は超高速を
利用可能な社会に」との目標を設定している。

（３）次世代ブロードバンド構想２０１０

○ 総務省で開催している「全国均衡あるブロードバンド基盤の整備に関する研究会」において、
２００５年７月に「次世代ブロードバンド構想２０１０」を取りまとめの予定。
２０１０年に向け、以下の整備目標を設定することについて検討中。
① デジタル・デバイド解消に関する目標；
２００８年までにブロードバンド・ゼロ市町村を解消、２０１０年までにゼロ地域解消
② 世界最先端のブロードバンド整備に関する目標；
２０１０年までに超高速インタラクティブ・ブロードバンドを９０％以上の世帯で利用可能に

○ 我が国では、以下のような目標を設定し、ブロードバンドネットワークの推進を図って

きたところ。

○ 我が国では、以下のような目標を設定し、ブロードバンドネットワークの推進を図って

きたところ。



6

１－３ 内外のインフラ系電気通信事業者のオールＩＰ化に向けた取組み(１)

（ＩＰ化の事例）

○ ＮＴＴにおける取り組み
・次世代ネットワーク（端末機器からネットワークまで一貫してＩＰ化したネットワーク）を構築
・「メタルから光」「固定電話網から次世代ネットワーク」へ切り替えることとし、その方針を2010
年までに策定
・2010年には、3,000万（全加入者6,000万）のお客様が光アクセスと次世代ネットワークにシフト

（参考：ＮＴＴの中期経営戦略（2004年11月発表））

○ ＫＤＤＩにおける取り組み
・世界に先駆けて固定網のＩＰ化を完了し、ブロードバンドを利用しないに加入者にも、ＩＰ技術によ
り低廉なサービスを提供。
・具体的には、2005年度より既存固定電話網のＩＰ化に着手し、ソフトスイッチへの置換を2007年
度末までに完了
・固定電話網をＩＰ化することで、ＩＰ電話系の新しいサービスの導入が容易な環境を構築

（参考：ＫＤＤＩの固定電話網ＩＰ化計画（2004年9月発表））

○ 我が国では、ＮＴＴ、ＫＤＤＩをはじめとして、我が国の固定系通信インフラ事業者が、
ネットワークのオールＩＰ化に向けた取り組みを開始。

○ 諸外国においても、例えば英国のＢＴ（ブリティッシュ･テレコム）が固定電話網のＩＰ
化計画を発表。

○ 我が国では、ＮＴＴ、ＫＤＤＩをはじめとして、我が国の固定系通信インフラ事業者が、
ネットワークのオールＩＰ化に向けた取り組みを開始。

○ 諸外国においても、例えば英国のＢＴ（ブリティッシュ･テレコム）が固定電話網のＩＰ
化計画を発表。
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１－３ 内外のインフラ系電気通信事業者のオールＩＰ化に向けた取組み(２)

（ＩＰ化の事例（続き））

○ 英国における取り組み
・英国のＢＴは、２００４年６月９日に「21st Century Network計画」を発表。その中で、ＰＳＴ
Ｎを２００９年頃までにＩＰネットワークに置き換える計画を明確化（ただし、完全にＩＰ化するの
は中継網に限られ、加入者回線網はメタル回線を今後も維持する予定。）
・ＩＰ化により、既存の複雑なネットワークアーキテクチャを大幅に簡素化・効率化。
・既存のサービス毎の多層的なネットワークは、単一のマルチサービスネットワークへと変更。

ＢＴの現在のネットワークＢＴの現在のネットワーク ＢＴの新たなネットワークＢＴの新たなネットワーク

（ＢＴ発表資料より）
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１－４ ＮＧＮ（次世代ネットワーク）の国際標準化

（１）ＮＧＮの特徴

① オールパケット型ネットワーク
② 音声だけでなく映像やデータ等の広範なマルチメディアサービスを提供
③ ネットワークの品質やユーザの端末機器に応じてエンド・エンドのサービス品質を保証
④ 既存のネットワークとの相互運用性を確保
⑤ ユビキタスなアクセス等の高度なモビリティを実現
⑥ 固定網と移動網の融合に対応（完全なシームレス通信の提供）
⑦ サービスの独立な発展を許容する高速伝達網の上にサービスを構築するＮＧＮアーキテクチャ

（２）現在の我が国の対応状況

○ 国内の標準化体制として、情通審情報通信技術分科会ＩＴＵーＴ部会（次世代ネットワーク委員
会）の中に、ＮＧＮＷＧを立ち上げ。

○ また、国内標準化機関であるＴＴＣ内にも、ＮＧＮアップストリームＳＷＧを設け、上記の審議会
と併せて一体的運営を行うことにより、ＮＧＮの国際標準化関係者が結集する場を整備したところ。

○ 更に、日中韓ＮＧＮテストベッドの推進等、国際的な標準化協力も展開中。

○ ＮＧＮは、ＩＴＵ－Ｔの新会期（2005-2008）の最も重要な標準化課題であり、我が
国も積極的な対応が必要。
○ 最も検討が進んでいるのはＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）であり、すでに2001

年より標準化を開始。

○ ＮＧＮは、ＩＴＵ－Ｔの新会期（2005-2008）の最も重要な標準化課題であり、我が
国も積極的な対応が必要。
○ 最も検討が進んでいるのはＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）であり、すでに2001

年より標準化を開始。
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（参考）ＮＧＮの機能構成（ITU-T SG13において検討中）

リソース受付
制御機能

RACF

網アクセス
接続機能

NAAF

他のコンポーネント

ストリーミングサービス
コンポーネント

アプリケーション機能

コアトランスポート
機能

アクセストランスポート
機能

NGN 
Terminals

Customer
Networks

ユーザ
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
機能

Legacy
Terminals

GW

PSTN / ISDNｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ
コンポーネント

IPマルチメディア
コンポーネント

NNI“トランスポートストラタム”

“サービスストラタム”

UNI

Edge 
Functions

Access 
Functions

Service 
and 

Control 
Functions

カスタマおよび

端末機能

他網

○ ＮＧＮ（セッション型のＩＰマルチメディアサービスが中心）については、３ＧＰＰで検

討中のＩＭＳ （IP Multimedia Subsystem）を固定網に適用するよう拡張する方針。
○ リソース受付制御機能（ＲＡＣＦ）により、エンド・エンドＱｏＳの保証を実現。

○ ＮＧＮ（セッション型のＩＰマルチメディアサービスが中心）については、３ＧＰＰで検

討中のＩＭＳ （IP Multimedia Subsystem）を固定網に適用するよう拡張する方針。
○ リソース受付制御機能（ＲＡＣＦ）により、エンド・エンドＱｏＳの保証を実現。

NAAF：Network Access Attachment Functions
RACF：Resource and Admission Control Functions
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第2章 オールＩＰ化の意義とその実現に
当たっての課題

第2章 オールＩＰ化の意義とその実現に
当たっての課題
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２－１ ネットワークの早期ＩＰ化の意義

（１）ユビキタスネットワーク社会の早期実現

○ ネットワークのオールＩＰ化は、パケット方式という柔軟な伝送方式をベースとして、様々なサービ
スが「ＩＰ」という共通のオープンな基盤の下に提供する環境を創出するもの。
○ したがって、今後一層独創的なアプリケーションが多数出現する可能性が広がるとともに、エンド
ユーザ側は、より簡便かつ低廉な料金で高度なサービスを享受することが可能となり、ユビキタスネッ
トワーク社会の早期実現に大きく貢献。

（２）通信事業者のコストの削減

○ ネットワークがオールＩＰ化した場合、通信事業者は、その使用設備について内外から機能・コスト
の最適なものをグローバル市場より調達することが可能となり、コスト削減効果は大。

（３）国際競争力の強化

○ 通信機器市場において、自らの技術を国際標準化に反映させることにより、グローバル市場で大きな
競争力を発揮させることが可能に。
○ また、世界に先駆けた「オールＩＰ環境」は、いわば世界で唯一の壮大な実験環境とも言うべきもの
であり、アプリケーション・サービス・運用ノウハウ等の面においても、世界に通用する製品・ソフト
が生まれる可能性が拡大。

○ 以下の観点を踏まえると、他国に先駆けて、我が国の情報通信ネットワークのオールＩＰ
化を目指すことが重要。

○ 以下の観点を踏まえると、他国に先駆けて、我が国の情報通信ネットワークのオールＩＰ
化を目指すことが重要。
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２－２ 次世代（オール）ＩＰネットワークの基本的な要求条件

○ 次世代ＩＰネットワークに求められる基本的な要求条件は、以下のとおりと考えられる。

① オールＩＰによるネットワーク

② ＩＰの利用による音声、映像等を含む多様なアプリケーションの提供

③ エンド・トゥ・エンドでの一定の品質の確保

④ 安全性・信頼性の確保

⑤ 多様なネットワークや端末間の相互接続性・運用性の確保

⑥ 固定網・移動網の融合への対応

⑦ アプリケーションの拡張性を許容するネットワーク基盤の構築

⑧ 既存ネットワークからの円滑な移行の確保

○ 次世代ＩＰネットワークについては、以下のような基本的な要求条件を実現するものと

して構築することが適当。

○ 次世代ＩＰネットワークについては、以下のような基本的な要求条件を実現するものと

して構築することが適当。
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２－３ オールＩＰ化の実現に向けた課題（総論）

（１）課題の検討に当たって必要な視点（観点）

① 現状認識
・現在でも発生している問題は何か（例；ＶｏＩＰの相互接続 等）
・国際的な動向を踏まえる必要は無いのか（例；ＢＴのＩＰ化計画、ＮＧＮの標準化）

② 固定電話網からＩＰ網への円滑な移行（マイグレーション）の確保
・ＩＰ網への本格移行に伴い、現行の電話の機能をどこまで維持するのか？
・現行のサービス・付加機能について、どこまで確保すべきか？

③ ＩＰネットワークそのものの脆弱性の克服
・ネットワーク全体の安全性／信頼性はどのように確保するのか？
・インターネットの一層の高速化／大容量化に伴い生じる問題は無いのか？

○ オールＩＰ化の実現に向けては様々な課題があるが、いくつかの視点を踏まえた上で、

重要な課題を整理することが必要。

○ オールＩＰ化の実現に向けては様々な課題があるが、いくつかの視点を踏まえた上で、

重要な課題を整理することが必要。

（２）早急に整理すべきと考えられる主要項目

上記の観点からそれぞれ主要な課題を項目別に整理すると、主に以下のいずれかに整理することが
できる。

○ サービスの品質・機能に関する問題
○ 安全性・信頼性の確保に関する問題
○ 相互接続に関する問題
○ その他の課題
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３－１ 音声通信の品質の在り方 ①

次世代ＩＰネットワーク上で提供される各種サービスのうち、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話
については、その役割や技術的特性を踏まえ、品質の確保が特に検討されるべきもの。

（１）求められる品質レベル

① 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話に求められる品質（基本的考え方）
○ 現行の固定電話では、通話品質、接続品質等について規定（ＩＳＤＮについても同様）。現行の
０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話は、現行の固定電話に相当する品質を実現するものとして、総合音声伝送品質
（Ｒ値）及び伝送遅延時間を規定。

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話については、国民生活における最も基本的なコミュニ
ケーション手段として信頼できる品質レベルを確保する観点から、オールＩＰ下においても、少な
くとも現行の固定電話と同等の品質レベルが求められるべき。

○ また、品質規定の指標について、適切な品質確保のため必要な見直しが検討されるべき。

② 相互接続ネットワーク下での品質確保
○ 現行の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話では、エンド・トゥ・エンドで品質が規定。オールＩＰ下においては、
ア 事業者側で複数のネットワークが対等の立場で相互接続されること
イ 端末側でも宅内や企業内で様々な機器が接続されること
から、エンド･トゥ･エンドの品質確保を考慮しつつ、ネットワーク相互間、ネットワーク－端末間
で品質の配分を規定することが必要。

○ また、これに伴い、相互接続されたネットワーク下での品質の評価方法・測定方法の確立が必要。
○ なお、利用者がＩＰ電話を利用する場合に、その実現される品質のレベルを知ることが可能とな
ることも望まれる。このため、品質に係る保証や公表のスキームについても検討が必要。

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の品質については、現在の固定電話と同等のレ
ベルが求められるべき。
○ 相互接続ネットワーク下における品質の配分、品質の評価・測定方法の確立が必要。

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の品質については、現在の固定電話と同等のレ
ベルが求められるべき。
○ 相互接続ネットワーク下における品質の配分、品質の評価・測定方法の確立が必要。
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３－１ 音声通信の品質の在り方 ②

○ ０５０ＩＰ電話についても、同様に、品質の規定に関して必要に応じて検討。
○ より高品質のＩＰ電話、音声以外のアプリケーションの品質について検討・整理が必要。

○ ０５０ＩＰ電話についても、同様に、品質の規定に関して必要に応じて検討。
○ より高品質のＩＰ電話、音声以外のアプリケーションの品質について検討・整理が必要。

③ ＩＰ電話に係る上記以外の課題

○ 現行の０５０ＩＰ電話についても、上記①・②に示した品質の指標や相互接続ネットワーク下での
品質規定等について、その特性等を踏まえつつ、必要に応じて見直しが検討されるべき。
○ ＩＰ電話については、広帯域音声符号化方式を利用してより高い品質を実現できる端末も登場して
きており、この観点からの品質の指標の見直しについても必要に応じて検討されるべき。
○ 次世代ＩＰネットワーク上では、ＩＰ電話に様々なアプリケーションが付加されていくことが想定
されるが（例えば、動画を付加してテレビ電話とする等）、そうした付加的なアプリケーションの品
質の確保の考え方について整理が必要。（３－３参照）

音声端末ＢネットワークA ネットワークB

エンド・トゥ・エンドの品質規定

ネットワークAの品質 ネットワークＢの品質

UNI UNINNI

音声端末Ａ

端末Ａの品質 端末Ｂの品質
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（２）品質確保のための機能

○ 現行の０ＡＢ～ＪＩＰ電話では、一定の品質の確保のため、音声／データ混在網における音声優先

制御、音声専用網の設定等が措置。呼損率が一定値以下になるようネットワーク容量の確保等を実施。
○ オールＩＰネットワーク上において、現在の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話は、極めて大量のト
ラヒック処理が必要とされるネットワークが想定されることから、エンド・トゥ･エンドで常に一定以
上の品質を維持するための機能が必要。
○ 具体的には、①ネットワーク側・端末側において、十分な帯域確保、他のトラヒックとの分離、優
先制御等の機能、②ネットワーク側において、サーバの呼処理やルータの転送処理等の高速化、効率
的な分散処理等を行いつつ、ネットワークのリソース管理やトラヒック監視・制御を行う機能、③課
金やリソース管理等のため、音声信号の送受の開始・終了等を監視する通話監視機能、が必要。

３－１ 音声通信の品質の在り方 ③

○ 次世代ＩＰ電話については、オールＩＰ下においてエンド・トゥ・エンドで常に一定以
上の品質を維持するための機能が必要。

○ 次世代ＩＰ電話については、オールＩＰ下においてエンド・トゥ・エンドで常に一定以
上の品質を維持するための機能が必要。

音声端末

PC等

音声端末

PC等

固定電話相当の音声

映 像

データ等

・サービスに応じたネットワークの分離
・トラヒックに応じたリソースの柔軟な配分 等
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○

○

×

×

○

○

○

×

（３）重要通信の確保／輻輳対策

○ 現行の固定電話においては、交換機機能の維持及び重要通信の確保のため、輻輳時に通信規制を実施。
具体的には、交換機（加入者交換機、中継交換機）において重要通信と一般通話を識別し、 輻輳地域
あての一般通話について交換機で一部制限する等の措置を実施。
○ ＩＰ電話の輻輳としては、大量の呼設定要求による呼制御サーバの輻輳、大量の音声信号によるネッ
トワーク（ルータ等）の輻輳がある。次世代ＩＰ電話における輻輳対策として、適切なリソース管理、
トラヒック監視・制御、分散処理等を行うことにより、一定以上の品質を維持しつつ、重要通信を確保
する（一般通話を規制する）機能が必要。
○ また、輻輳対策については、ネットワーク側のみならず、端末に備えるべき機能として、ネットワー
ク側の指示に従い、端末からの発信を規制する機能も必要。災害や障害からの復旧時、端末からネット
ワークへの登録が同時大量に発生する際にも、輻輳を生じないようトラヒック量を軽減する措置も必要。
○ なお、重要通信については、ＩＰ電話以外にも、例えば防災用カメラ等の取扱い等についても必要に
応じて検討するべき。

３－１ 音声通信の品質の在り方 ④

○ 輻輳対策として、適切なトラヒック監視・制御等により、一定以上の品質を維持しつつ、
重要通信を確保することが必要。

○ 輻輳対策として、適切なトラヒック監視・制御等により、一定以上の品質を維持しつつ、
重要通信を確保することが必要。

重要通信

一般通話

トラヒック制御

：輻輳の通知

：制御情報の通知

トラヒック監視

（被災地）

呼制御
システム

輻輳

輻輳

輻輳

トラヒック制御
システム

トラヒック監視

重要通信の疎通重要通信の疎通

トラヒック制御
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３－２ 付加機能・サービスの考え方

（１）基本的な考え方

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の付加機能・サービスについて、既存電話網において提供
されている機能・サービスを全て継承すべきか否かについては一定の整理が必要。
○ 付加機能・サービスについては、基本的には各事業者の経営判断により提供の可否が判断されるも
のであるが、既存電話網上で既に実現されているもののうち、①多数のユーザに利用されている、あ
るいは、②公共性の高い機能・サービスについては、次世代ＩＰ電話においても継承されることが必
要。
（例）電話番号通知、転送、割込み通話、着信課金、災害用伝言ダイヤル 等
○ 音声以外の、ＰＢトーン信号、ＦＡＸ、モデム通信といったみなし音声の品質に大きな影響を与え
るパケット損失やエコー等について、音声通話の品質規定に加えて規定することについても検討が必
要。

（２）付加機能・サービスに係るネットワーク／端末間の機能分担

○ 現行の固定電話で実現されている付加機能・サービスの継続にあたっては、従来、ネットワークの
機能により実現されていたものを端末の機能により実現したり、ＩＰ電話上の機能・サービスとして
ではなくデータ通信やブロードバンドサービス上で実現することが、可能あるいは経済性・利便性の
高いものもあり、こうしたネットワーク／端末間の機能分担等についても一定の整理が必要と考えら
れる。
（例）留守番電話、割込み通話、音声ガイダンス（トーキー） 等

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話において、現行の固定電話における付加機能・
サービスをどのレベルまで、どのように継承するのか一定の整理が必要。

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話において、現行の固定電話における付加機能・
サービスをどのレベルまで、どのように継承するのか一定の整理が必要。
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３－３ 音声通信以外の品質・機能に関する検討

（１）テレビ電話サービス

○ ＩＰネットワークの特性を活かし、ＩＰ電話の音声通話に動画像を組み合わせテレビ電話として利用
するサービスの提供が想定される。こうした大容量かつリアルタイム性の高いサービスについては、エ
ンド・トゥ・エンドでの一定の品質の確保が必要。なお、その際、動画像が音声の品質に影響しないよ
うにすることが必要。
○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話において、こうしたテレビ電話を付加してサービス提供する
場合の動画像に係る品質の規定については、当該サービスの社会的な重要度や普及の度合いを勘案しつ
つ、また、品質規定に係る国際標準化等の動向を踏まえて検討されることが適当。

（２）その他のアプリケーション

○ このほか、ＩＰ電話には限らないが、映像系アプリケーション（映像配信、カメラ映像伝送）につい
ては、アプリケーションの特性に応じて、一定の品質確保が必要。

○ テレビ電話、映像配信等のアプリケーションについても、一定の品質確保が必要。○ テレビ電話、映像配信等のアプリケーションについても、一定の品質確保が必要。
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４－１ 安全性の確保

（１）ＤｏＳ攻撃等への対応
○ 現行の固定電話については、以下のような機能・特徴を有することにより、発信者を一意に特定す
ること等が可能であるとともに、端末から電話網の制御系へのアクセスは基本的に不可。
（例）・アクセス回線と電話番号（ユーザ）の対応付け

・発着信者間におけるエンド・トゥ・エンドの回線設定 等
○ 次世代ＩＰネットワーク上における安全性確保のため、ＤｏＳ攻撃への対応、なりすまし対策、不
正アクセス対策、ウイルス／ワーム対策等の措置が引き続き必要。特にＩＰ電話では、呼制御サーバ
へのＤｏＳ攻撃等による機能停止、発着信者や呼制御サーバのなりすまし等の問題への対策が必要。

○ ＤｏＳ攻撃への対応等次世代ＩＰネットワークの安全性確保のため適切な対策が必要。

○ その際、安全性確保に係るネットワーク／端末間の機能分担・連携が必要。

○ ＤｏＳ攻撃への対応等次世代ＩＰネットワークの安全性確保のため適切な対策が必要。

○ その際、安全性確保に係るネットワーク／端末間の機能分担・連携が必要。

（２）安全性確保の観点からのネットワーク／端末間の機能分担・連携
○ 次世代ＩＰネットワークにおいて、安全性確保のための機能をネットワーク／端末間で分担・連携
して備えることが必要。
○ ネットワーク側では、不正なパケットを検出・遮断する機能（ファイア・ウォールやセッション・
ボーダ・コントローラ等の設置）、不正なパケットを送出する端末や他のネットワーク、なりすまし
サーバ等を切り離す機能、呼制御サーバや認証サーバにおける認証機能の強化等が挙げられる。
○ 端末側では、同時大量のパケットの送出の制限機能、呼制御パケットや音声パケットの暗号化等の
措置が挙げられる。

（３）その他の対策
○ その他の対策として、例えば、端末や他のネットワークの切離しに際してのユーザや他事業者への
通知、セキュリティポリシーに関する他事業者との情報共有等が考えられる。
○ また、発信者電話番号偽装表示への対策等、ユーザ保護の観点からの機能等についても備えること
が必要。



23

４－２ 信頼性の確保

（１）設備障害時における対策

○ 現行の固定電話においては、ネットワークの信頼性確保のため、技術基準等に基づき各種の対策が
実施されているところ。具体的には以下のとおり。
・伝送路、機器等の故障検出機能
・予備の交換機、伝送路の設置・切替え （加入者交換機の二重帰属等）
・安定的な電源供給、予備電源（自家用発電機、蓄電池）の設置・切替え
・機器やネットワーク構成の高信頼性設計

○ ＩＰネットワークにおいては、ネットワークや機器の構成が複雑化していること等から、設備障害
時の対策として、障害箇所の特定・切離し、呼制御サーバ等の分散化・ミラー化、機器や伝送路の無
瞬断での切替え等の対策が必要。相互接続との関係では、複数の相互接続点の設定、設備障害に関す
る他のネットワークへの通知・切離し等が必要。

○ 信頼性確保の対策として、設備障害時における障害箇所の特定・切離し等の対策が必要。

○ 端末の停電対策についても検討が必要。

○ 信頼性確保の対策として、設備障害時における障害箇所の特定・切離し等の対策が必要。

○ 端末の停電対策についても検討が必要。

（２）端末の停電対策に対する考え方

○ 現行のアナログ電話では、局給電により停電時も基本的な通話機能が可能となっているが、アクセ
ス回線の光化の中で、端末の停電対策についてどのように考えるかの整理が必要。
○ 局給電はそもそも端末の停電対策を目的とするものではないが、停電時にも最低限の電話機能の維
持に寄与するものとなっていた。ただし、昨今の多機能電話（ＦＡＸ付き電話等）やＩＳＤＮの利用
においては、商用電源を必要とするものが増えており、停電時には利用できないものが増えている。
○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話について、停電時も一定時間、利用可能であることが必要
であり、バッテリーの小型化や低コスト化が携帯電話やモバイルＰＣの普及も背景として格段に進展
している状況から、例えば一般家庭向けの端末については、バッテリー搭載等について検討すべき。
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５－１ 相互接続における条件・機能（１）

（１）相互接続の現状

○ 現行の固定電話網間の相互接続については、ＴＴＣ標準等に基づく共通インタフェースにより対応
されてきている一方、ＩＰ電話網間については、現状、直接相互接続を行っているケースは少なく、
既存電話網を介した相互接続を行っているケースが多い。

○ ＩＰ電話網間の相互接続を可能とするため、ＴＴＣにおいて、必要な標準化（ＳＩＰ等の詳細規定
化）が実施。また、ＨＡＴＳ推進会議やＶｏＩＰ推進協議会において、ＳＩＰを利用したＩＰ－ＰＢ
Ｘとこれを介した端末間を中心とした相互接続試験が実施されているとともに、ＪＰＮＩＣにおいて
ＩＰ電話事業者間の相互接続試験も開始されているところ。

○ ＩＰ電話網間については、現状、直接相互接続を行っているケースは少ない。
○ 次世代ＩＰ電話について、相互接続の形態の個々のパターンについて整理した上で検討
することが必要。

○ ＩＰ電話網間については、現状、直接相互接続を行っているケースは少ない。
○ 次世代ＩＰ電話について、相互接続の形態の個々のパターンについて整理した上で検討
することが必要。

（２）相互接続で想定される形態

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話網相互間の相互接続については、以下のような形態に整理。
・パターン１ ＩＰ電話事業者間の直接接続
・パターン２ ２次ＩＰ電話事業者との中継接続
・パターン３ 他ＩＰ電話事業者経由での接続

○ ＩＳＰ経由による接続（現行の０５０ＩＰ電話を主に想定）、固定電話網との接続を考慮すること
も必要。
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ＩＰ電話の相互接続形態

パターン１： ＶｏＩＰ事業者間の直接接続

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ◎

パターン２： ２次ＶｏＩＰ事業者との中継接続

ＶｏＩＰ
事業者Ａ

ＶｏＩＰ
事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ◎ＶｏＩＰ事業者ＣＶｏＩＰ事業者Ｃ

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ

パターン３： 他ＶｏＩＰ事業者経由での接続

ＶｏＩＰ事業者ＣＶｏＩＰ事業者Ｃ ◎ ◎

（参考） 相互接続の形態

ＩＰ電話とＰＳＴＮの相互接続形態

（各ＶｏＩＰ事業者がＰＳＴＮと接続）

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ◎

ＰＳＴＮ
ＰＳＴＮ

◎ ◎

（他ＶｏＩＰ事業者経由でＰＳＴＮと接続）

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ◎

ＰＳＴＮ
ＰＳＴＮ

◎

◎
ＩＳＰ事業者ＤＩＳＰ事業者Ｄ

◎
ＩＳＰ事業者ＣＩＳＰ事業者Ｃ

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ ＶｏＩＰ事業者ＢＶｏＩＰ事業者Ｂ◎

◎

ＩＳＰ事業者ＢＩＳＰ事業者Ｂ

ＶｏＩＰ事業者Ａ

◎

ＩＰ電話の相互接続形態（ＩＳＰ経由）

ＩＳＰ事業者ＢＩＳＰ事業者Ｂ ＩＳＰ事業者ＣＩＳＰ事業者Ｃ

ＶｏＩＰ事業者ＡＶｏＩＰ事業者Ａ

◎ ◎
◎

：呼制御信号の流れ

：音声信号の流れ
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（２）相互接続実現のために取り決めるべき事項

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間の相互接続にあたって取り決めるべき事項としては、以下
のものが挙げられる。
① サービス毎のインタフェースに関する事項
（例）プロトコル、符号化方式、暗号化 等

② 品質・機能に関する事項
（例）互いに保証する品質レベル

重要通信の識別
輻輳時の対応（接続／発信規制、迂回 等）

③ 安全性・信頼性に関する事項
（例）特定ユーザからの大量トラヒック等への対応（判断基準、トラヒック制限 等）

設備障害時の対応（迂回 等） 等
④ その他
（例）課金・精算方式 等

５－１ 相互接続における条件・機能（２）

○ ＩＰ電話事業者間の相互接続にあたっては、まず取り決めるべき事項について整理・明確
化が必要。

○ ＩＰ電話事業者間の相互接続にあたっては、まず取り決めるべき事項について整理・明確
化が必要。

PC等

音声端末

PC等

ネットワークＡ ネットワークＢ
UNI UNINNI

ネットワーク相互間インタフェース（NNI）
① サービス毎のインタフェースに関する事項
② 品質・機能に関する事項
③ 安全性・信頼性に関する事項
④ その他

音声端末
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（３）相互接続実現のためにネットワーク側で備えるべき機能

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間に係る相互接続にあたっては、ネットワークにおいて以
下のような機能を備えることが必要。
（例）
・プロトコル等の変換
・トラヒックの監視・制御（パケット流量管理、特定ユーザからの大量トラヒックや不正アクセス
の制限 等）

・相互接続ネットワーク間における網状態等の情報交換
・消費者保護の観点からの機能（発信者番号偽装表示対策 等）

５－１ 相互接続における条件・機能（３）

PC等

音声端末

PC等

ネットワークＡ ネットワークＢ
UNI UNINNI

○ また、事業者間の相互接続にあたってネットワーク側で備えるべき機能について検討が
必要。

○ また、事業者間の相互接続にあたってネットワーク側で備えるべき機能について検討が
必要。

音声端末

・プロトコル等の変換
・トラヒック監視・制御
・網状態等の情報交換
等

・プロトコル等の変換
・トラヒック監視・制御
・網状態等の情報交換
等
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（１）標準化・相互接続に当たっての課題

① 標準化の在り方
○ ＩＰ電話については、現在、ＳＩＰ、ＭＧＣＰ等の呼制御プロトコルにより提供されているが、
事業者間の直接相互接続ではＳＩＰが採用。ＩＴＵにおけるＮＧＮの標準化や３ＧＰＰにおけるＩ
ＭＳの標準化でも、ＳＩＰを基本プロトコルとして検討が進められているところ。
○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の相互接続を実現するにあたり、ＳＩＰを標準プロトコ
ルとして採用することが現時点で適当と考えられる。また、その際、ＳＩＰについては規定の解
釈・実装が必ずしも統一されていないため、それらの詳細な標準化を進めることが重要。
○ なお、標準化の重要性とともに、多様な機能・サービスの導入を妨げないことも重要であること
から、事業者間における同種の機能・サービスの相互接続にあたっては、標準化のみによらず、個
別のプロトコル変換等により対応することも必要。

② 相互接続性を確保すべき対象
○ 固定電話に代わる次世代ＩＰ電話においては、国民生活に欠かせない電話サービスとして、発信
者電話番号表示等の基本的な付加機能・サービスの提供においては、全ての事業者間において相互
接続が実現されることが必要。
○ また、ＩＰ電話に機能付加して提供されるテレビ電話等のアプリケーションについても、相互接
続性の確保を図るべきであり、必要な標準化や相互接続性確認のための取組みが必要。このような
相互接続試験の結果を詳細規定に係る国内外の標準化等に適宜反映させることにより、幅広い事業
者において相互接続性を高めていくことが必要。

５－２ 標準化・相互接続を実現する上での課題と必要な体制整備等 ①

○ ＩＰ電話の相互接続やＮＧＮの標準化の状況に鑑み、相互接続における呼制御プロトコ

ルとして、ＳＩＰを標準プロトコルとすることが現時点で適当。
○ また、音声に加えて基本的な付加機能・サービスについても相互接続性を確保すること
が必要。

○ ＩＰ電話の相互接続やＮＧＮの標準化の状況に鑑み、相互接続における呼制御プロトコ

ルとして、ＳＩＰを標準プロトコルとすることが現時点で適当。
○ また、音声に加えて基本的な付加機能・サービスについても相互接続性を確保すること
が必要。
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（２）課題解決のために必要な体制整備等

① 相互接続性の確認を円滑に行うための技術的方策
○ ＩＰ電話の相互接続の実現に当たっては、各事業者のＳＩＰサーバ間における詳細な標準化によ
る仕様の統一のみによらず、個別のプロトコル変換等により対応することも必要。

○ いずれの場合も、当該事業者において既に導入されている全ての機種の端末間について相互接続
性を確認することが必要であるが、端末間の相互接続性の確認は、事業者において多大な時間と費
用を要するものであり、利用者における多様なサービスの利用機会を損なう要因となり得るもの。

○ こうした観点から、特にＩＰ電話に係る相互接続性の確認について、円滑かつ効率的に実現でき
る方策等の技術的な基盤整備が必要。

② 相互接続性の確保等に係る推進体制
○ ＴＴＣにおいて詳細な標準化が、ＨＡＴＳやＶｏＩＰ推進協議会、ＪＰＮＩＣにおいて相互接続
試験が実施されているが、ネットワーク間・端末間における相互接続性の確認を円滑に行えるため
の相互接続試験の実施や体制整備等が必要。

○ なお、こうした標準化や相互接続試験においては、ネットワーク／端末間の機能分担・連携に係
る相互接続性・運用性確保の観点からも、事業者、端末等機器メーカの緊密な連携が必要。

○ このほか、相互接続時を含む品質の確保に関連して、各ネットワークの品質を中立的に評価する
方法や体制についても検討が必要。

５－２ 標準化・相互接続を実現する上での課題と必要な体制整備等 ②

○ ＩＰ電話における相互接続性の確認について、円滑かつ効率的な実現方策等の技術的基
盤整備が必要。
○ ネットワーク間・端末間における相互接続性の確認を円滑に行えるための相互接続試験
の実施、体制整備等が必要。

○ ＩＰ電話における相互接続性の確認について、円滑かつ効率的な実現方策等の技術的基
盤整備が必要。
○ ネットワーク間・端末間における相互接続性の確認を円滑に行えるための相互接続試験
の実施、体制整備等が必要。
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第６章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題
④（その他の主要課題）

第６章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題
④（その他の主要課題）
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○ ＤＮＳ（Domain Name System）に代表されるインターネット上の共通基盤の在り方（役割、責
任、信頼性の確保（情報の正確性等））、次世代ＩＰネットワーク上でのＩＳＰに求められる役割、
機能等についても、今後、議論が必要。

○ インターネット上の多様なアプリケーションやトラヒックに適切に対応させることのできる、光
ネットワークと親和性の高いアーキテクチャについての検討等が必要。

○ オールＩＰ下において、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話に係る番号ポータビリティの在り
方や接続方式等について検討することが必要。

○ 宅内や企業内では固定アクセス、屋外では移動アクセスにより利用できるサービスが出現しつつあ
り、こうしたサービスをサポートする上での接続性の確保のほか、１つの端末によるシームレスな利
用に適した電気通信番号の在り方について早期に検討することが必要。

○ ワイヤレス・ブロードバンドシステムについて、早期実用化の要望がある一方、その具体的なシス
テム、適切な周波数帯等について、なお検討が必要であり、今後、システムイメージを明確化した上
で、技術的条件を初めとする要件の整備が必要。

○ 以上のほか、次世代ＩＰネットワークについては、インターネットの共通基盤、電気通
信番号、無線等との関連で課題が挙げられる。

○ 以上のほか、次世代ＩＰネットワークについては、インターネットの共通基盤、電気通
信番号、無線等との関連で課題が挙げられる。
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第７章 オールＩＰ化に向けた実現方策第７章 オールＩＰ化に向けた実現方策
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７－１ 実現に向けた基本的な考え方

○ u-Japan政策においては、「２０１０年には世界最先端のＩＣＴ国家として先導する」旨の大目標を
設定しているところ。

○ 上記目標を踏まえると、同時期までに次世代ＩＰネットワークが本格的に稼働していることが望まし
く、２０１０年の相当程度前より、必要な環境整備を進めておくことが重要。

○ 具体的には、以下（７－２）に掲げる各事項（課題）について、それぞれ可能な範囲で目標年次を定
めたアクションプランを策定・実行することが適当。

○ また、各通信インフラ事業者においては、自らのＩＰ化計画のスケジュール及びその具体的な内容に
ついて、可能な限り早期に明確化しオープンにしていくことが、ＩＰ化への円滑な移行を確保する上で
望ましいと考えられる。

○ 「２０１０年には世界最先端のＩＣＴ国家として先導する」との目標を踏まえ、早期に、

次世代ＩＰネットワークの実現に向けた環境整備を進めていくことが重要。

○ 「２０１０年には世界最先端のＩＣＴ国家として先導する」との目標を踏まえ、早期に、

次世代ＩＰネットワークの実現に向けた環境整備を進めていくことが重要。
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７－２ 実現のための具体的方策 ①

（２）制度面・各種ルールの検討

① 技術面での規定の整備
○ オールＩＰ化ネットワーク下における次世代ＩＰ電話の品質の在り方等については、現行制度の
改正が必須であるため、審議会等の場において早急に検討を進めることが必要。

○ その上で、必要な制度面での手当（例；品質規定の改正）を2007年までをメドに行うべき。

② 事業者間の各種ルールの設定
○ 現行の接続制度はオールＩＰ化を想定して作られたものではないことから、ＩＰ化の進展に対応
した制度の見直しについて、政府において早急に検討の場を設けることが必要。

○ 固定電話網についての現行接続料算定方式が2007年度まで適用されることに鑑みれば、2007
年度中に上記検討の結論が得られ、2008年度より新制度が実施されることが必要。

○ なお、電気通信事業を取り巻く環境変化に速やかに対応する必要があるため、上記検討において
2007年度を待たずに結論を得たものについては、順次実施することが適当。

○また、上記の動きに並行して、関係事業者間においても事業者間の様々なルール（複数事業者間で
相互接続した際の運用ルール、事業者間精算の具体的な方法等）について、早期に協議する場を設
定し、議論を開始することが望ましい。

○ 相互接続の円滑化を図るため、事業者・ベンダー等関係者が結集してエンド・トゥ・エ
ンドの相互接続試験を充実させることが必要。
○ オールＩＰネットワーク下における、品質の在り方等の技術面の規定、接続制度等の事
業者間のルールについて、政府において早急に検討を進め、措置することが必要。

○ 相互接続の円滑化を図るため、事業者・ベンダー等関係者が結集してエンド・トゥ・エ
ンドの相互接続試験を充実させることが必要。
○ オールＩＰネットワーク下における、品質の在り方等の技術面の規定、接続制度等の事
業者間のルールについて、政府において早急に検討を進め、措置することが必要。

（１）相互接続の推進
○ 現在、ＨＡＴＳ推進会議やＪＰＮＩＣ等においてＶｏＩＰの相互接続試験が実施されているところ
であるが、今後、官民連携のもと、また、電気通信事業者・ベンダー・団体が結集して、エンド・
トゥ・エンドでの相互接続試験を充実させることが必要であり、2005年度中に、これら関係者の連
携により相互接続試験を実施するための適切な体制を立ち上げることが望ましい。
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（３）国際標準化への対応
○ 次世代ＩＰネットワークが本格稼働する上では、電気通信事業者の調達する各種設備のコストを
勘案すると国際標準化が進んでいることが望ましく、また、国際競争力の強化の観点からは、我が
国発の技術が出来るだけ多く国際標準化に反映されることが肝要。

○ 現在、総務省情報通信審議会及びＴＴＣ内にＮＧＮに関する委員会が設けられ、連携して活動し
ているが、ＩＴＵ－ＴでＮＧＮの主要な国際標準が作成される今会期（2008年まで）において、
我が国発の国際標準の獲得に向けて一層強力に活動を推進することが期待される。

○ また、今後、我が国がこれらのＮＧＮの国際標準化活動をリードするため、基盤技術の開発、国
際協力（日中韓等）の推進等が求められる。

７－２ 実現のための具体的方策 ②

○ 我が国発の技術ができるだけ多く国際標準化に反映されることが肝要であり、国際標準
化活動を支援するための一層の体制強化が必要。
○ 次世代ＩＰネットワークにおける相互接続性・運用性、品質、信頼性等に係る技術開発
が必要。

○ 我が国発の技術ができるだけ多く国際標準化に反映されることが肝要であり、国際標準
化活動を支援するための一層の体制強化が必要。
○ 次世代ＩＰネットワークにおける相互接続性・運用性、品質、信頼性等に係る技術開発
が必要。

（４）研究開発の推進
○ 我が国が世界に先駆けて次世代ＩＰネットワークが本格稼働しているとの前提にたった場合、
① ＩＰ化の本格化に伴いネットワーク上で発生する様々な問題点の解決
② 国際競争力の強化
といった２つの観点から、特定の項目について産・学・官のリソースを結集して研究開発を強化

することが必要。
○ 具体的には、例えば以下の項目の研究開発が必要。
・ＶｏＩＰ等における円滑な相互接続性・運用性確保に係る技術開発
・品質確保、輻輳制御等に係るリソース管理、トラヒック監視等に係る技術開発
・ルータ、サーバ等ＩＰネットワーク機器の信頼性向上に係る技術開発

（５）その他望まれる政策的な支援
○ ＩＰ化への移行を促進する観点から、政府は、今後必要に応じ、ＩＰ化関連投資に対する税制面
での優遇措置や財投等を活用した融資等、その他政策面での支援を推進すべき。


